
宮崎公立大学特任教員就業規則 

令和３年４月１日 

規程第１４４号 

（趣旨） 

第１条 この就業規則は、労働基準法（昭和２２年法律第４９号）第８９条及び宮崎公立大学特任

教員規程（令和３年規程第１４３号）第８条の規定により、特任教員の就業に関し必要な事項を

定めるものとする。 

 （準用） 

第２条 公立大学法人宮崎公立大学職員就業規則（平成１９年規程第２号。以下「就業規則」とい

う。）及び公立大学法人宮崎公立大学職員給与規程（平成１９年規程第５３号。以下「給与規程」

という。）の規定は、特任教員について準用する。この場合において、特任教授、特任准教授、

特任講師及び特任助教の職にある者は、教授、准教授、講師及び助教の職にある者とそれぞれみ

なす。 

２ 前項の規定にかかわらず、就業規則第５条、第２３条、第２５条、第５章第４節及び第８０条

の規定並びに給与規程第５条第５項から第１２項までの規定は、準用しない。 

第３条 公立大学法人宮崎公立大学第２種非常勤講師就業規則（平成２８年規程第１３４号）第１

９条第４項及び第２５条の規定は、特任教員について準用する。 

 （委任） 

第４条 この規則に定めるもののほか、理事長が指定する特任教員の給料月額並びに期末手当及び

勤勉手当の支給割合については、別に定める。 

附 則 

１ この規程は、令和３年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。 

２ 第２条の規定にかかわらず、理事長が指定する特任教員については、給料月額並びに期末手当

及び勤勉手当の支給割合は、それぞれ施行日における宮崎市行政職の再任用職員である部付主幹

に係る給料月額相当額（この者に支給すべき管理職手当相当額を除く。）並びに期末手当及び勤

勉手当の支給割合（この者に支給すべき職務段階別加算に係る割合を含む。）とする。この場合

において、当該特任教員には、給与規程第８条から第１０条までの規定は、準用しない。 

附 則 

１ この規程は、令和４年６月１日（以下「施行日」という。）から施行する。 

２ 第２条の規定にかかわらず、理事長が指定する特任教員については、給料月額並びに期末手当

及び勤勉手当の支給割合は、それぞれ施行日における宮崎市行政職の再任用職員である部付主幹

に係る給料月額相当額（この者に支給すべき管理職手当相当額を除く。）並びに期末手当及び勤



勉手当の支給割合（この者に支給すべき職務段階別加算に係る割合を含む。）とする。この場合

において、当該特任教員には、給与規程第８条から第１０条までの規定は、準用しない。 

 

附 則 

１ この規程は、令和４年１２月２６日（以下「施行日」という。）から施行する。 

２ 第２条の規定にかかわらず、理事長が指定する特任教員については、給料月額並びに期末手当

及び勤勉手当の支給割合は、それぞれ施行日における宮崎市行政職の再任用職員である部付主幹

に係る給料月額相当額（この者に支給すべき管理職手当相当額を除く。）並びに期末手当及び勤

勉手当の支給割合（この者に支給すべき職務段階別加算に係る割合を含む。）とする。この場合

において、当該特任教員には、給与規程第８条から第１０条までの規定は、準用しない。 

   附 則 

 この規則は、令和５年１２月２６日から施行する。 


